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開    会 

 

○笹瀬会長 よろしくお願いいたします。 

 それでは、ただいまから電波監理審議会を開会いたします。本日の１２月期

の会議につきましては、委員各位のスケジュールの状況を踏まえまして、電波

監理審議会決定第６号第５項のただし書に基づいて、委員全員がウェブによる

参加とさせていただきました。 

 本日の議題は、お手元の資料のとおり、諮問事項３件、報告事項３件となっ

ております。 

 それでは、早速議事を開始いたしますので、総合通信基盤局の職員の方に入

室するよう、御連絡よろしくお願いいたします。 

 

（総合通信基盤局職員入室） 

 

諮問事項（総合通信基盤局） 

 

（１）電波法施行規則等の一部を改正する省令案（２６ＧＨｚ帯における第５

世代移動通信システムの導入等に係る制度整備）（諮問第３１号） 

（２）周波数割当計画の一部を変更する告示案（２６ＧＨｚ帯における第５世

代移動通信システムの導入に係る制度整備）（諮問第３２号） 

 

○笹瀬会長 それでは、議事を再開いたします。 

 諮問第３１号「電波法施行規則等の一部を改正する省令案（２６ＧＨｚ帯に

おける第５世代移動通信システムの導入等に係る制度整備）」及び諮問第３２
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号「周波数割当計画の一部を変更する告示案（２６ＧＨｚ帯における第５世代

移動通信システムの導入に係る制度整備）」の２件につきまして、五十嵐移動通

信課長及び小川電波政策課長から御説明をお願いいたします。 

○五十嵐移動通信課長 おはようございます。移動通信課長の五十嵐と申しま

す。諮問第３１号の御説明を申し上げます。 

 本件は、本日のちほど御報告申し上げる、第５世代移動通信システムの普及

のための価額競争実施指針案、いわゆる周波数オークションの対象となる２６

ＧＨｚ帯に５Ｇのシステムを導入できるようにするため、技術基準等の整備を

行うものでございます。 

 まず、資料の１番、諮問の概要について御説明申し上げます。 

 携帯電話をはじめとする移動通信システムにつきましては、トラヒックの継

続的な増加や新たな利用ニーズの登場といったことに対応するために、さらな

る周波数の確保が課題となっております。 

 こうした状況を踏まえまして、総務省では、情報通信審議会において、５Ｇ

用周波数に関する技術的な検討を実施いただきまして、本年５月に、第５世代

移動通信システムの技術的条件（２６ＧＨｚ帯、４０ＧＨｚ帯）に関する一部

答申をいただきました。 

 その後、総務省において、２６ＧＨｚ帯及び４０ＧＨｚ帯における５Ｇシス

テムの利用に関する調査を行いましたところ、２６ＧＨｚ帯における５Ｇにつ

いて一定の利用意向が示されたところです。 

 本件は、そうした背景の下、２６ＧＨｚ帯における５Ｇの導入に関する制度

整備を行うため、電波法施行規則等の一部を改正するものとなります。 

 なお、４０ＧＨｚ帯につきましては、利用意向調査の結果、早期の５Ｇの利

用割当て希望といったものが示されなかったことから、市場の動向や需要、海

外の動向なども勘案して、改めて制度整備の時期を検討することとしておりま
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す。 

 続いて２番、改正概要の御説明をいたします。 

 ２６ＧＨｚ帯に５Ｇを導入できるようにするための技術基準等の規定の整備

としまして、無線設備規則という省令を改正することに加えまして、包括免許

の手続を取ることができるよう、電波法施行規則、それから、特定無線設備の

技術基準適合証明等に関する規則を改正するものとなります。 

 加えて、資料２ページになりますけれども、現在２６ＧＨｚ帯で使用されて

おります固定無線アクセスシステム（ＦＷＡ）の周波数移行などに必要な規定

の整備を行うため、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関

する規則を改正するものとなります。具体的には、新規の無線局開設ができな

いように規定を削除して経過措置を手当てするものになります。 

 本件の施行期日は公布の日を予定しております。 

 そして４番のところ、意見募集の結果につきましては、後ほど御説明させて

いただきますが、ここでは件数のみ申し上げますと、本年１０月１１日から１

１月１０日までの期間に意見募集を実施したところ、８件の意見提出がござい

ました。 

 続きまして、３ページの御説明を申し上げます。 

 本件の概要につきましては、先ほど御説明しておりますので割愛いたします

が、下の表の１段目を御覧ください。今回の周波数割当てにおいて、電気通信

業務用以外の業務への割当ても想定されておりますことから、電波法施行規則

においては、１つ目、特定無線局の対象と位置づける無線局として、電気通信

業務以外を行うことを目的とするＴＤＤ方式の５ＧＮＲ－ＴＤＤの陸上移動局

を追加いたします。 

 それから２つ目、特定無線局の無線設備の規格に、電気通信業務以外を行う

ことを目的とする５ＧＮＲ－ＴＤＤの陸上移動局を追加いたします。 
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 ２段目になります。こちらは、無線設備規則において、５ＧＮＲ－ＴＤＤの

周波数帯域として２６ＧＨｚ帯を追加して、技術基準を定める条文に反映させ

ます。 

 また、２６ＧＨｚ帯のＦＷＡの周波数移行を進めるために、２６ＧＨｚ帯Ｆ

ＷＡの技術基準を削除するとともに、この無線局の免許申請に対する経過措置

を規定する改正を行います。 

 加えて、一番下、３番目となりますが、こちらは諮問対象ではございません

が、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則におきましては、工事設

計書の様式への記載内容に２６ＧＨｚ帯を追加することとしております。 

 資料４ページ目は、御参考としまして、今回新設ないし改正する関連の告示

を一覧でお示ししております。 

 ５ページにまいります。こちらが５ＧＮＲの技術的条件となります。表の左

半分に、情報通信審議会において取りまとめいただいた２６ＧＨｚ帯の技術的

条件を示しております。表の右側には、既に利用されている２８ＧＨｚ帯５Ｇ

の技術的条件を記載しております。そちらからの差分を赤文字で示しておりま

す。左側も、ほぼ黒文字となっておりますとおり、主要な条件は同一なものと

なります。 

 なお、２８ＧＨｚ帯の周波数につきましても、今回、赤字の見え消しの改正

をしております。こちら、これまでに２７.０ＧＨｚから２９.５ＧＨｚとして

いたところですが、携帯電話の技術の国際標準化を行っております３ＧＰＰの

バンドプランにそろえる形で、「２７.０ＧＨｚから」としていた下限値を、「２

６.５ＧＨｚから」に改正します。 

 加えて、ローカル５Ｇの周波数であります「２８.２ＧＨｚから２９.１ＧＨ

ｚまで」が、これまでここに包含される形で重複しておりましたが、より分か

りやすい形とすべく、その点も整理しまして、結果、仕上がりとしましては、
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「２６.５ＧＨｚから２８.２ＧＨｚまで及び２９.１ＧＨｚから２９.５ＧＨｚ

まで」の周波数帯とする変更を行っております。 

 左半分にお示しした２６ＧＨｚ帯の周波数につきましても、３ＧＰＰのバン

ドプランにそろえまして、「２５.２５ＧＨｚから２７.５ＧＨｚまで」といたし

ますため、結果としましては、実はこの左右、２８ＧＨｚ帯と２６ＧＨｚ帯で

一部の周波数帯が重複することになります。この重複する帯域につきましては、

どちらの帯域としても端末を動作させることが可能となります。 

 こうした内容につきまして、先ほど御説明した無線設備規則に反映しており

ます。 

 以降のページは御参考となりますが、６ページ目は、令和７年６月時点の移

動通信トラヒックが引き続き増加基調にありますという御説明と、７ページ目

は、技術的条件を策定するに当たって共用検討を行った２６ＧＨｚ帯の他のシ

ステムをお示ししたものとなります。今回のオークションでは、これらの検討

から得られました共用可能性の高さといったことも考慮しまして割当てを行う

こととしております。 

 続いて、資料の８ページから１０ページまでにかけましては、今回の省令改

正案等に対する意見募集で提出された意見と、それに対する総務省の考え方を

記載したものです。 

 意見の１番から４番までは、ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ、ソフトバンクからの

もので、御賛同の意見をいただいております。 

 ５番につきましては、ソフトバンクから、技術基準適合証明等の経過措置に

関する御意見をいただいております。これに対する総務省の考え方ですけれど

も、改正省令施行時点で、昔の設備規則によって技術基準適合証明等の審査が

通っているものは、工事設計に変更がない限り、新しい設備規則に適合するも

のとして技術基準適合証明等を受けたものとみなすよう、修正いたします。 
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 それから、６番から８番までにつきましては、個人の方からの御意見で、体

裁などに関する修正の御意見をいただいておりまして、いずれも御意見いただ

いたとおり修正を行うこととします。 

 ９番につきましても、ソフトバンクからで、キャリアアグリゲーションに関

する告示への御意見となります。こちらに対する総務省の考え方としましては、

情報通信審議会における検討を踏まえまして、価額競争への参入促進ですとか、

柔軟な周波数利用を可能とするため、令和６年総務省告示２７８号、この告示

の改正は行わない、つまり、キャリアアグリゲーションに関する制約を設けな

いことといたします。 

 １０番目の御意見も個人の方からでして、電波法関係審査基準の公開に関す

る御意見となります。これに対する考え方につきましては、今後の参考とさせ

ていただきますとしております。 

 １１番についても個人の方からで、５Ｇに対する反対の御意見をいただいて

おります。本案に対する具体的な御意見というものが明らかではございません

ので、今回の省令改正案につきましては原案のとおりとさせていただきますと

しております。 

 最後１２番も個人の方からで、賛同の御意見に加えまして、携帯電話料金に

関する御意見をいただいております。こちらに対する考え方としましては、賛

同意見の部分は承るとともに、携帯電話料金に関する御意見は今後の参考とし

て承りますとしております。 

 なお、今回の意見募集では、２６ＧＨｚ帯ＦＷＡへの移行に関する御意見は

ございませんでした。 

 本案件の御説明は以上となります。少し分かりにくい部分があったかもしれ

ませんが、どうぞ御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○小川電波政策課長 引き続きまして、電波政策課の小川から、ただいまの諮
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問第３１号に関連いたしまして、２６ＧＨｚ帯への第５世代移動通信システム

の導入に係る制度整備に関しまして、周波数割当計画の一部を変更する告示案

について御説明申し上げたいと思います。 

 資料１ページの１番の、諮問の概要につきましては、諮問第３１号の御説明

であったとおりでございます。 

 ２番の、変更概要につきましては、恐れ入りますが、資料の３ページをまず

御覧いただければと思います。こちらにお示ししております周波数割当計画の

該当の部分につきまして、一部変更を行うものでございます。 

 まず１点目でございますが、御覧いただいている表の右側の、変更後となっ

ているところの一番下、別表１０－４と書いてあるところでございますけれど

も、一周波方式のシングルキャリア周波数分割多元接続方式または直交周波数

分割多元接続方式無線通信の周波数を規定する周波数割当計画の別表１０－４

を新設いたしまして、２５.２５ＧＨｚを超え２７.０ＧＨｚ以下の周波数を規

定するものでございます。 

 併せまして、この表の中でございますけれども、２６ＧＨｚ帯を使用する固

定ワイヤレスアクセスシステムの周波数の使用期限を、令和１３年５月３１日

までと規定するというものでございます。 

 資料の１ページにお戻りいただければと思います。以上の変更につきまして、

３の、施行期日でございますけれども、答申をいただいた場合は、速やかに施

行予定ということで公布日の施行を予定しているものでございます。 

 続きまして、２ページ目の、意見募集の結果でございますけれども、本件に

関する意見募集につきましては、周波数割当計画の変更に関する意見の提出は

ございませんでした。 

 以上、諮問第３２号の御説明になります。御審議のほどよろしくお願い申し

上げます。 
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○笹瀬会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、御質問、御意見よろしくお願いします。諮問第３１号、諮問第３

２号のどちらに対するものかを明らかにしたうえで、ご発言をお願いいたしま

す。それでは順番にお伺いします。 

 大久保会長代理、いかがでしょうか。 

○大久保代理 大久保です。いずれも、適切な改正及び変更だと思います。同

意をいたします。ありがとうございました。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございます。 

 長田委員、いかがでしょうか。 

○長田委員 長田です。私も必要な改正だと考えておりますので、賛成いたし

ます。 

○笹瀬会長 ありがとうございました。 

 西村委員、いかがでしょうか。 

○西村委員 私も、結論として、諮問第３１号、それから諮問第３２号、賛成

いたします。 

 １点、諮問第３１号について、今回の改正省令案の具体的内容とは結論的に

関係ないかもしれませんが、ソフトバンクからの意見の９について、状況を教

えていただければなと考えております。 

 具体的には、当初、その告示を改正するという方向で取り扱われていたかと

存じますが、その場合、当初どのような意図で制限をかけていたのか、あるい

は、どのような意図での改正だったのか。そして、その後、ソフトバンクの意

見に対応する形で、改正を行わないというふうに今回なりましたけれども、そ

れについて、価額競争への参入促進、柔軟な周波数利用を可能にするというふ

うに考え方では表現されているんですけれども、改正を行わないことになるつ

ながりについて教えていただければと考えております。以上でございます。 
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○笹瀬会長 いかがでしょうか。案件ご担当者から御返答ございますか。 

○五十嵐移動通信課長 西村先生、御質問ありがとうございます。 

 この告示は、もともとローカル５Ｇと商用５Ｇとの間でキャリアアグリゲー

ションを行うことが競争的にどうかということがありまして、これらのキャリ

アアグリゲーションを許容しないとする目的でつくられている告示であります

が、今回のオークションにおける地域枠と全国枠につきましては、地域枠につ

いて電気通信業務用以外の様々な利用というものもございますし、また、実際

にキャリアアグリゲーションを行う可能性は低いのかなということで、シンプ

ルな規律とするべく、そこは改正を行わないこととしたというものになります。 

○西村委員 分かりました。そうすると、これは、キャリアアグリゲーション

は恐らく生じないという、そういう理解でよろしいですか。そうすると、そも

そも競争上の問題が生じない、そういう理解になるのでしょうか。キャリアア

グリゲーションが想定されないような今回の条件付オークションという、そう

いう制度設計というふうに理解してよろしいでしょうか。 

○五十嵐移動通信課長 ありがとうございます。地域枠のほうは、キャリアア

グリゲーションをしても構わないという部分になります。地域枠とローカル５

Ｇといったキャリアアグリゲーションはできるようにするものになります。 

○西村委員 分かりました。また報告の中で、そういうことができる、あるい

は、地域が隣接している場合等々あるかと思いますので、そことのつながりと

いうふうに理解をいたしました。私からは以上でございます。ありがとうござ

います。 

○笹瀬会長 ありがとうございました。 

 それでは、矢嶋委員、いかがでしょうか。 

○矢嶋委員 いずれにつきましても私のほうでは賛同いたします。御説明あり

がとうございました。 
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○笹瀬会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、私から１点、質問させてください。 

 諮問第３１号のほうのスライド５ページ目の図を見ると、２６ＧＨｚ帯、２

８ＧＨｚ帯と書いてありますが、周波数が一部重なっていますよね。２６.５Ｇ

Ｈｚから２７.５ＧＨｚですか。この表は外に出るのでしょうか。というのは、

２６ＧＨｚ帯、２８ＧＨｚ帯と書いてありますけれども、一つにまとめるので

あれば、周波数をはっきり、重ならないようにしたほうがよりクリアな気がす

るのですが、ここは何か歴史的な背景があるのでしょうか。 

 多分、２７ＧＨｚまではＦＷＡで使っていた周波数帯ということで、それが

変更になるということかもしれませんが、この技術的状況を見ると全く同じな

ので、周波数を重ねて書くのも変な気がします。しかも、右側の表では、ロー

カル５Ｇのところを省いていますので、もっとすっきりまとめることもできる

のかと思ったのですが、何か理由はあるのでしょうか。以上です。 

○五十嵐移動通信課長 笹瀬先生、御質問ありがとうございます。 

 幾つか理由がございますが、まず一つは、３ＧＰＰのバンドプラン関係です。

このバンドは細かく規定されておりまして、右側はｎ２５７というバンド、左

側はｎ２５８というバンドになります。携帯電話の基地局や端末が３ＧＰＰの

どのバンドを使うのかという形で設計がなされています。そうしたときに、こ

こはくっつけることも可能ではあったのですが、バンドプランとの対応関係か

ら、分けたほうが、端末や基地局の基準に合っているかどうかという観点から

分かりやすいというのが一つです。 

 もう一つは、仕様に関する相違です。この表は代表的なスペックをお示しし

ているものですが、実は非常に細かいところでの差異が存在しております。そ

のために、実際に技術基準の省令に落とす場合は、項目を、場所を分けて記載

することがやはり必要となってしまいますので、今回そういった観点から２６
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ＧＨｚ帯と２８ＧＨｚ帯を分けて規定するというふうにしたものでございます。 

○笹瀬会長 分かりました。そうすると、細かいスペックを見た場合に、この

２つではシステムが違い、分けたほうがクリアだということで、例えば２７Ｇ

Ｈｚ帯を使う場合に関してはどちらでも選べるという理解でよろしいですか。 

○五十嵐移動通信課長 はい、そういうことになります。特に、今回、オーク

ションで地域枠として割り当てられる、２６ＧＨｚ帯の上のほうがまさにこの

２７ＧＨｚにかかるところなのですが、２８ＧＨｚ帯のＮ２５７の端末という

のが実は既に市場に出ているわけですので、地域枠についてはその端末をその

まま、Ｎ２５７、２８ＧＨｚ帯のものは流用できるということになりますので、

この重複があることでそういった使いやすさがあるのかなと思います。 

○笹瀬会長 分かりました。つまり、使うほうから見るとこのほうが使い勝手

がいいというようになっているんですね。 

○五十嵐移動通信課長 はい、そのように考えています。 

○笹瀬会長 分かりました。どうもありがとうございました。 

 ほかに何か質問等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、諮問第３１号及び諮問第３２号は、それぞれ諮問のとおり、改正、

変更することが適当であるという旨の答申を行います。どうもありがとうござ

いました。 

○五十嵐移動通信課長 どうもありがとうございました。失礼いたします。 

 

（３）電波法施行規則等の一部を改正する省令案（無線局の免許等関連手続の

電子申請義務化）（諮問第３３号） 

 

○笹瀬会長 それでは、続きまして諮問第３３号「電波法施行規則等の一部を

改正する省令案（無線局の免許等関連手続の電子申請義務化）」につきまして、
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小川電波政策課長から御説明をお願いいたします。 

○小川電波政策課長 引き続きまして、電波政策課の小川から、諮問第３３号

を説明資料に従いまして御説明申し上げます。 

 本件は、ただいま御紹介ございましたように、電波法施行規則等の一部を改

正する省令案（無線局の免許等関連手続の電子申請の義務化）に関連するもの

でございます。 

 まず、資料１ページ、１番の、諮問の概要でございますが、第２１７回通常

国会におきまして成立いたしました電波法及び放送法の一部を改正する法律

（令和７年法律第２７号）の施行のため、無線局の免許等関連手続の電子申請

義務化の制度整備を行う電波法施行規則等の一部改正について諮問させていた

だくものでございます。 

 ２番の、改正または変更概要の部分でございますけれども、大きく２点ござ

います。 

 まず１点目、無線局の免許等関連手続の電子申請義務化の制度整備に関しま

して、相当数の無線局を開設しているものの定めをする電波法施行規則の一部

改正に関するものでございます。このうち、太字の部分につきましては、電波

監理審議会の必要的諮問事項となっているものでございます。 

 ２点目といたしまして、その他の制度整備といたしまして、電子処分通知等

及び電子委任状の使用に関する関係、電波法施行規則、無線局免許手続規則、

登録検査等事業者等規則の一部改正を行うものでございます。 

 施行期日につきましては、改正法の施行の日、令和８年４月１日を想定して

おります。 

 ４番の、意見募集の結果でございますが、本件につきましては、本年１１月

１日から１２月１日までの間、意見募集を行いまして、１８件の意見の提出が

ございました。 
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 ２ページ以降で、改正の省令案、それから、意見募集の結果等について、そ

の概要を御説明申し上げます。 

 資料の３ページを御覧いただければと思います。ただいま御説明いたしまし

た改正電波法に基づきまして、国、独立行政法人及び包括免許人その他の相当

数の無線局を開設している者として総務省令で定める者、これらにつきまして

は、無線局の免許等関連手続につきまして、電子申請により行わなければなら

ないとされております。 

 ３ページの下半分のイメージで御説明いたしますと、左側、現状では、免許

人あるいは申請者が申請を行う場合、青い矢印①の電子申請とオレンジの矢印

②の書面申請、これらの選択は任意となっているという状況でございます。 

 改正法の施行後でございますけれども、今後のところ、右側でございますが、

このうち、国、独立行政法人、それから相当数の無線局を開設している者につ

きましては、青い矢印①の電子申請のみということになります。 

 一方、それ以外の者につきましては、従来どおり、電子申請、書面申請の選

択は任意となるということでございます。 

 ４ページを御覧ください。改正省令案の概要等について御説明申し上げます。 

 まず、（１）電子申請義務化の対象として、電波法施行規則第５１条の９の２

の規定におきまして、電子申請の義務化の対象として、包括免許人その他の相

当数の無線局を開設している者として総務省令で定めるものについて、規定を

することとしております。 

 この総務省令で定めるものの対象といたしましては、書面申請の廃止による

効率化の効果等に鑑みまして、既にその手続のほとんどを電子申請により行っ

ており、速やかに電子申請への完全対応が可能であること、また、多数の無線

局を開設しており、国の機関や独立行政法人と同様に、他の事業者に先立ち積

極的に電子申請に取り組むことが求められるといった観点から、携帯電話事業
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者等を対象として定めるものでございます。 

 この携帯電話事業者等につきましては、全国ＢＷＡ事業者も含むということ

でございます。 

 この部分につきましては、赤枠で囲ってございますけれども、電波監理審議

会にお諮りする事項となってございます。 

 （２）のその他といたしまして、電子申請をする場合の処分通知等につきま

しては、電子処分通知等によるものとすること。それから、電子申請をする場

合の電子申請に係る委任状につきましては、電子委任状を使用するものとする

こと。その他の所要の規定の改正を行うために、電波法施行規則、無線局免許

手続規則、登録検査等事業者等規則の一部改正を行うものでございます。 

 以上が、今回お諮りさせていただきます省令改正案に関する御説明でござい

ますけれども、５ページ以降で、今後の進め方について若干、御説明をさせて

いただければと思います。 

 今般の改正省令案の意見募集に際しまして、この５ページ、６ページ、青枠

でくくったところにつきましても、今後の進め方として併せて公表をさせてい

ただいたものでございます。 

 電子申請義務化の今後の進め方につきまして、今後、この総務省令で定める

者の範囲につきましては、書面申請の廃止による行政機関の効率化の効果、デ

ジタル技術の導入状況、免許人の負担感・需要の程度、こういった変化の状況

を勘案いたしまして、その範囲は適時適切に判断していくということとしてお

ります。 

 また、その対象を拡大するに当たりましては、義務づけの対象となる免許人

等が十分な準備期間を確保して計画的に電子申請の対応の準備ができるよう、

あらかじめ広く周知広報を実施する必要があるというふうに考えております。 

 こういったことを踏まえまして、施行日から再免許の機会を捉えて丁寧に免
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許人にお知らせしていくということを念頭に、無線局の免許の期間でございま

す最長５年間において、特に一斉再免許の機会も捉えて、段階的に義務化をし

ていくということが適当であるというふうに考えてございます。 

 なお、個人等につきましては、当分の間、電子申請を義務化しないというこ

ととしてございます。 

 これらを踏まえまして、現時点の想定といたしまして、まず、基幹放送事業

者、これはコミュニティ放送事業者等を除く者でございますけれども、こちら

につきましては、既に大半の手続を電子申請により行っていること、また、携

帯電話事業者等と同様に、公共性が高く、社会的な影響力が大きいという事情

も踏まえて、他の事業者に率先して電子申請に取り組むことが求められている

ということから、義務化の対象としていくことが適当であるというふうに考え

てございます。 

 この義務化の時期につきましては、次の一斉再免許までの機会を捉えまして

丁寧に周知をしていくことによって、次回の一斉再免許の申請時から電子化の

義務づけを行うことができるものと考えてございます。なお、現在の免許の有

効期限が令和１０年１０月３１日でございます。 

 続きまして６ページでございます。携帯電話事業者、それから基幹放送事業

者以外の無線局に対して、電子申請の義務化の対象を拡大していくに当たりま

しては、申請者・免許人に対する負担感それから需要の観点から、電子申請に

対応するための一時的なコスト増（対応コスト）に対しまして、電子申請によ

り得られるコスト削減効果が上回ることを示していくことが必要であると考え

てございます。 

 この対応コストにつきましては、申請者・免許人が、電子申請に対応するた

めに、ＰＣそれからインターネット等、利用環境の整備であるとか、ＩＤ、電

子証明書等、アカウントの取得といったような手続、また、システムの使用方
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法、操作方法、それから申請の準備、こういったものを習熟していただく際の

コストが必要になるということを想定しております。 

 また、コスト削減効果につきましては、電子申請によりますと申請手数料が

３割減になるといった直接的な効果がございます。そのほか、ペーパーレス化

による管理コストの削減であるとか、利便性の向上といった効果も期待をされ

るところでございます。 

 こういった電子申請への対応コスト、それからコスト削減効果を試算して比

較をいたしましたところ、現時点における試算では、法人において５局以上、

免許局・登録局を開設している場合、コスト削減効果が対応コストを上回ると

の試算結果が得られたというところでございまして、施行５年後に、５局以上

開設をしている法人に義務づけをした場合におきましては、電子申請率を約１

０％向上させることができ、書面申請が現状の約半分になるといったような効

果が得られるものと試算をしているところでございます。 

 以上を踏まえまして、５局以上、免許局・登録局を開設している法人につき

まして、施行の５年後、令和１３年４月１日から義務づけを行うことができる

状況になるのではないかというふうに考えてございます。 

 ７ページを御覧ください。以上の方針に基づきまして、電子申請の義務化に

向けて、総務省では丁寧な周知広報を速やかに開始していくとともに、これら

の義務化の拡大に伴う省令案の改正につきましては、今後、適時適切に電波監

理審議会のほうに諮問させていただくということとしてございます。 

 以上、御説明したところをまとめましたのが、下の表でございまして、本日

の諮問に関わるところにつきましては、令和８年の４月、国、独立行政法人に

加えまして、携帯電話事業者、全国ＢＷＡ事業者に対して電子申請の義務化を

行うものです。 

 今後の方針といたしましては、赤枠でくくったところでございますけれども、
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基幹放送事業者につきましては、令和１０年５月１日の一斉再免許の申請時か

ら電子申請の義務化を行うこと、５局以上開設している法人につきましては、

５年後の令和１３年４月から電子申請の義務化を行う、こういったような方向

で周知広報、それから準備に努めてまいりたいと考えているところでございま

す。 

 ８ページにつきましては、電子申請率の状況等をおまとめしておりますが、

説明を省略させていただきます。 

 続きまして、９ページから、意見募集の結果につきましてまとめた資料でご

ざいますけれども、意見募集におきましては計１８社から意見の提出がござい

ました。 

 個々の御紹介は省略をさせていただきますけれども、今回の諮問事項、改正

省令案については、賛同の意見が携帯電話事業者から提出されているところで

ございます。 

 そのほか、全般的に、今後の電子申請の義務化の進め方について御意見を頂

戴しておりますけれども、おおむね賛同の御意見をいただいているところでご

ざいます。 

 一方で、電子申請システムの改善であるとか、サポート体制の充実、障害発

生時の対応、それから、５局以上を開設している法人につきまして零細事業者

への配慮を求める意見、また、今後の分かりやすい説明を求める意見、こうい

ったような意見が提出されているところでございます。 

 総務省といたしましては、継続的な改善や周知広報に努めてまいりたいと考

えております。 

 それから、１７ページ以降、参照条文、諮問書、改正省令案等をおつけして

おりますが、説明を省略させていただきます。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 
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○笹瀬会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、御質問、御意見よろしくお願いいたします。順番にお伺いしてい

きます。 

 大久保課長代理いかがでしょうか。 

○大久保代理 大久保です。御説明ありがとうございました。適切な改正内容

だと思いますので、同意をいたします。 

 １点、デジタル化は、社会全般にかなりのスピードで進んでいます。このよ

うに進めていく上で、それにすぐ対応できる大手の事業者と、先ほど御説明あ

ったとおり、個人のレベルでは、どうしてもその対応能力に相当な差が出てく

るというところが、社会のデジタル化を進めていく上では、本件にかかわらず

非常に大きな課題になっているというふうに思っております。 

 その意味で、先ほど御説明あったとおり、丁寧な周知広報、それからサポー

ト体制の整備等を通じて、なるべく早く、できる範囲で、スピードを上げて、

今後とも対応いただければというふうに思います。以上です。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、長田委員、いかがでしょうか。 

○長田委員 ありがとうございます。私も今回の御提案には賛成いたします。

デジタル化のブロードバンドユニバもどんどん進んでいく中で、そういう条件

が整っていくわけですので、ネックとなっているものが何かあるのだとしたら、

それを解決する方向で、できるだけ皆さんに優しい方法でこのデジタル化が進

んでいけばいいなと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。 

 西村委員、いかがでしょうか。 

○西村委員 私も改正省令案に賛同いたします。右肩７ページにありますとお

り、これまで電子申請に対応していなかった、あるいはできていなかった事業
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者へのサポートというのが肝要かと思いますので、今後の総務省の工夫、対応

等の進捗報告もぜひお願いできればと思っております。以上でございます。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。 

 矢嶋委員、いかがでしょうか。 

○矢嶋委員 御説明ありがとうございました。私も改正省令案に賛同いたしま

す。もう既に他の委員からも御意見、出ているところではございますが、電子

化というのは時代の必然だと思っておりますので、電子申請とそれから紙によ

る申請という制度を２つそのまま維持することによって、管理コストというの

は当然いつまでもかかるわけでございますので、やはり限りある予算というも

のを効率的にかつ有益に活用するためにも、やはり電子化については、より一

層知恵を絞っていただいて、推進する方向で今後も御尽力いただければと思っ

ております。 

 ただ、今回の改正案は非常に丁寧なステップを踏んでいると思いますので、

この内容で進めていただければと考えます。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。 

 私から１点、お伺いします。８ページを見ると、個人の方に比べて法人の方

が多少電子申請率は高いですが、この数年を見ると年々下がっているように見

えますよね。先ほどお話があったように、５年ごとに免許更新ということで、

下の左側の表を見ると、この件数は、ある特定の法人の電子申請率がすごく少

なかったからというわけでもないという気がするのですが、何か理由があるの

でしょうか。 

 年々、つまり１０年ぐらい前からずっと、電子申請でやっているわけですよ

ね。それが全然増えていない。逆に言うと、法人に関してはこの数年、右下が

りになっているのは、何か理由があるのでしょうか。 

○小川電波政策課長 笹瀬会長、御質問ありがとうございます。 
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 まず、年によって電子申請率が凸凹しているというところに関しましては、

免許の申請が基本的に５年単位で行われているということを勘案して見る必要

があるというふうに思っておりまして、５年サイクルの中で見ますと、前回の

５年前に比べては電子申請率が上がっているという状況にはなってございます。

したがいまして、全体としては、平均いたしますと電子申請率は向上している

といったようなトレンドというふうに見ております。 

 一方で、今笹瀬会長から御指摘がございましたように、無線局種によって、

電子申請率が大きく進んでいる局種と、必ずしもそうではない局種等ございま

す。そういった局種の再免許の時期に当たりますと、前年のほかの局種の再免

許のときに比べまして電子申請率が相対的に下がってしまうというような形で、

グラフがちょっと凸凹しているといったようなことになっておりますが、例え

ば同じ局種同士を５年前の再免許のときと比べますと、明らかに電子申請率は

上がっているという状況になってございますので、全体としては電子申請率が

上がっている傾向であるというふうに御理解いただければというふうに思って

おります。 

○笹瀬会長 分かりました。特にこれを上げるために、先ほどお話があった手

数料を３割減にするということは、これまではそういうことはされてこられな

かったという理解でよろしいですか。 

○小川電波政策課長 これまでも、電子申請においては、書面の申請に比べて

手数料を下げるといったような措置は行っております。 

○笹瀬会長 なるほど。そうすると、今回３割下げるということがかなり効く

というか、うまく作用することを期待されていて、特に５年ごとに手続ですか

ら、そういう意味で、電子的な行動に切り替えるいいチャンスだという理解で

よろしいですね。 

○小川電波政策課長 そのとおりの御理解で結構でございます。 
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○笹瀬会長 分かりました。どうもありがとうございました。私もこの省令案

の改正には賛成いたします。以上です。 

 その他、何か御質問等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、諮問第３３号は諮問のとおり改正することが適当であるという旨

の答申を行います。どうもありがとうございました。 

○小川電波政策課長 ありがとうございました。 

 

報告事項（総合通信基盤局） 

 

（１）令和８年度電波の利用状況調査（各種無線システム・７１４ＭＨｚ以下

の周波数帯及び公共業務用無線局） 

 

○笹瀬会長 それでは、以上で諮問事項が終わりましたので、続きまして、報

告事項に移りたいと思います。 

 報告事項「令和８年度電波の利用状況調査（各種無線システム・７１４ＭＨ

ｚ以下の周波数帯及び公共業務用無線局）」につきまして、これも小川電波政策

課長及び宮澤重要無線室長から御説明、どうぞよろしくお願いいたします。 

○小川電波政策課長 引き続きまして、電波政策課、小川から、報告資料に基

づきまして、令和８年度電波の利用状況調査（各種無線システム・７１４ＭＨ

ｚ以下の周波数帯及び公共業務用無線局）に係る調査方針（案）について御説

明申し上げます。 

 本件につきましては、１０月の有効利用評価部会において報告をさせていた

だいたものでございます。 

 まず、先立ちまして４ページから御説明を申し上げたいと思いますが、先般

６月に電波監理審議会から御報告いただきました令和６年度電波の利用状況調
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査の評価結果において示されました、調査に係る検討課題への対応について、

まず御説明を申し上げたいと思います。 

 ４ページ、中央に、課題①から③で記載をさせていただいておりますけれど

も、先般、電波監理審議会から頂戴いたしました、電波の有効利用の程度の評

価結果における総括におきまして、この３点が主な検討課題として御指摘をい

ただいたものと認識してございます。 

 まず①でございますが、期待する回答が得られるよう、設問の趣旨を明確に

する、選択肢については類型化して最小限とする、理由が必要なものは理由を

問うなど、工夫が必要ではないかということ。 

 それから②でございますが、各総合通信局の管轄区域ごとの調査結果の整理

につきましては、電波の地域的な特色の傾向の把握、分析に資する整理が必要

である一方、有意でない図表を削除するなど、見直しが必要ではないかという

こと。 

 それから③といたしまして、免許人や無線局数の増減のみではなく、増加の

背景として社会的な事象が考えられるものがあれば、それらを確認しておくこ

とが望ましいといった御指摘をいただいたものと認識してございます。 

 まず、この③につきましては、電波監理審議会の御指摘を踏まえまして、記

載のとおり、今後の調査において確認を行ってまいりたいと考えてございます。 

 また、①、②につきましては、次のページから対応方針を御説明申し上げま

す。 

 まず５ページを御覧ください。回答の選択肢に対して工夫が必要という御指

摘の対応につきましては、確かにこれまでの調査では、設問の仕方、順序や選

択肢が多岐にわたるということで、期待する回答が得られていないものも見ら

れた状況でございます。特に、選択肢が多いことでかえって免許人にとって、

意味の捉え方が変わることになってしまっている可能性もあるということもご
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ざいますので、今般の御指摘も踏まえまして、選択肢については類型化して最

小限にするといった形で、設問の見直しを行うこととしております。 

 このページでお示ししておりますのは、固定系システムへの設問例でござい

ますけれども、左側が従来の選択肢ということで、設問の中で、例えばグルー

プで書いてあるところで申し上げますと、予備・代替設備に関する設問が幾つ

かあるといった形で、分かりづらい面もあったかと考えております。こちらを

右側の今後の改善後の選択肢のように、予備・代替設備に関する設問は１個に

絞るということで、より分かりやすい設問に見直しを行うということで考えて

いるところでございます。 

 ほかのシステムへの設問例でございますけれども、６ページは移動系システ

ムへの設問の検討例、７ページは、デジタルへの移行が求められるシステムの

設問の検討例でございますが、同様の設問を集約、及び注意書きを加えるとい

うことで、より、設問の意味、選択肢が分かりやすいものになるように努めて

まいりたいと思います。 

 ８ページを御覧ください。御指摘の２番目でございますけれども、各総合通

信局の管轄区域ごとの調査結果の整理についての見直しでございます。 

 従来、調査票の調査結果につきましては、本誌の第３章に全国の図表が掲載

されておりまして、続く第４章で各総合通信局の節におきまして局ごとの回答

を図表化してございます。一方で、各総合通信局ごとになりますと、有効回答

数が１桁台のものも多くございまして、左下の図にございますように、有効回

答数が１桁のものを図表化することについて、どれぐらい有意なものかといっ

たような御指摘もいただいているところでございます。 

 こういった御指摘も踏まえまして、各総合通信局ごとの回答を図表化したも

のは作成しないという一方で、地域的な特色の傾向を分かりやすく可視化する

ために、例えば増減上位１０システムであるとか、無線局数上位１０システム
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といったような、特徴的なシステムについて全国の状況を分かるような表を掲

載するといったような改善をしたいと思っております。 

 そのイメージが、この右下に示してあります表でございますけれども、その

中でも、例えば、増減傾向が全国と異なる傾向の総合通信局を色付けするなど、

各総合通信局ごとの動向が分かるように努めてまいりたいと思います。 

 以上が、各種無線局の調査の見直しの方向でございます。 

 続きまして、１１ページでございますけれども、公共業務用無線局に係る調

査につきまして、有効利用評価における御指摘への対応について御説明申し上

げます。 

 １２ページを御覧ください。公共業務用無線局に関する調査については、こ

のページで示しております主に３点、御指摘をいただいたものと認識してござ

います。 

 まず、課題の①でございますけれども、デジタル化や他のシステムへの移行・

代替における課題の把握に関しまして、検討中という回答について、その背景

となる課題や検討状況を把握する必要があるのではないかとの御指摘をいただ

いております。 

 また、無線機器の耐用年数の把握、デジタル化のメリット等の説明に関しま

して、関係府省庁への説明の機会を捉えて確認をしていくということと、デジ

タル化のメリットの説明など、免許人のサポートを併せた調査を行うことが望

ましいのではないかといったこと。 

 それから、各種無線局の調査でも御指摘いただいておりますけれども、設問

等の工夫を行ってほしいといった御指摘をいただいたものと認識してございま

す。 

 ただいま御説明した３点目の設問等の部分については、先ほど御説明したも

のと同様の工夫を講じていくこととしております。 
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 １点目と２点目につきましては、１３ページで御説明を申し上げたいと思い

ます。 

 まず、デジタル化や他システムへの移行・代替における課題の把握に関しま

して、検討中という回答につきまして、令和６年度の調査結果につきまして確

認をいたしましたところ、他システムへの移行または廃止等の今後の方向性を

検討中であるとか、デジタル方式の無線局では環境音を十分に拾えていないた

め代替システムを検討中などの状況であることが分かったということでござい

ます。 

 電波監理審議会の御指摘を踏まえまして、各府省庁の年次ヒアリング等の機

会を捉えて、免許人に対して移行が進まない事情等の把握に努めてまいりたい

と考えております。 

 また、無線機器の耐用年数の把握、デジタル化のメリット等の説明につきま

しては、まず、耐用年数、更新時期につきまして、更新予定時期を確認する設

問を追加することとしたいと思っております。また、デジタル化の関係と同様

に、免許人ヒアリングの機会を捉えて、デジタル化のメリットを説明するなど、

免許人のサポートを実施してまいりたいと考えております。 

 以上が、電波監理審議会からの評価における指摘を踏まえた、調査の改善事

項についての御説明でございました。 

 １４ページから、令和８年度の調査方針について御説明を申し上げます。 

 まず１５ページでございますけれども、令和８年度の調査につきましては、

この図の中央にございます、電気通信業務用基地局以外の無線局のところでご

ざいまして、各種無線システムにつきましては、赤字で書いてございます７１

４ＭＨｚ以下の周波数帯、それから公共業務用無線局について調査を行うこと

としてございます。 

 調査のスケジュールを１７ページでお示しをしております。令和８年度の調
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査につきましては、４月１日を調査の基準日といたしまして、８月のところに

調査回答期限と書いてございますけれども、夏を目途に調査票を回収いたしま

して、その後、結果の集計、調査結果を作成して、令和９年３月の電波監理審

議会で御報告をさせていただくというスケジュールを想定しております。調査

結果を電波監理審議会に御報告させていただいた後は、電波監理審議会のほう

で、有効利用の程度の評価を行っていただくという流れになってまいりますが、

どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

 続きまして、重点調査対象システムにつきまして、２０ページで御説明を申

し上げます。重点調査の対象につきましては、タクシーデジタル無線の基地局・

携帯基地局、それから陸上移動局・携帯局の２つのシステムを検討していると

ころでございます。 

 タクシー無線につきましては、デジタルへの移行が完了しておりますけれど

も、令和６年度の調査におきましてデジタルにつきましても減少しておりまし

て、特に陸上移動局に関しましては、タクシー車両の減少以上に無線局数が減

少しているといった状況でございます。 

 周波数再編アクションプランにおきましては、アナログ・デジタル方式問わ

ず、システム全体の無線局数が顕著に減少している無線システムにつきまして、

この減少傾向を注視して、長中期的な課題として、周波数の整理・再編につい

て調査・検討を進めることとしております。 

 こういったことを踏まえまして、自営系無線の代表的なシステムであるタク

シーデジタル無線について、免許人の動向、移行先、それから伝搬特性等、電

波の特性の把握を行うことで周波数の整理・再編に資するデータを取得するた

めに、重点調査として選定したものでございます。 

 なお、免許人が多いシステムでございますので、調査対象につきましては、

一部の免許人への調査を検討しているものでございます。 
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 そのほか、通常調査の対象システムにつきまして、２１ページ以降に表でお

示しをしているところでございます。 

 令和８年度の調査方針に関する御報告は以上でございます。説明は以上でご

ざいます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。宮澤重要無線室長からも御説明

ありますでしょうか。 

○宮澤重要無線室長 重要無線室の宮澤でございます。若干補足をさせていた

だければと思ってございます。 

 先ほど、スライドの１３ページ目になりますけれども、電波監理審議会の先

生方から御指摘いただいてございます点、今後、関係省庁に対しましては年次

のヒアリングを行います。毎年、関係省庁から、新たなシステムの導入ですと

か、それに係る無線局の免許申請の手続など、様々な御説明をいただいている

ところでございまして、そういった機会を捉えましてフォローアップをしっか

り行っていきたいと思ってございます。先ほど小川課長の方から御説明のあり

ましたとおり、やはり、システムの移行状況など、検討中ということで、書面

ではなかなか見えづらい部分がございますので、このような機会を捉えて併せ

て確認してまいりたいと思ってございます。 

 関係省庁におきましても人事異動等、２年から３年のスパンで担当者が替わ

るといったことがございます。これまでも、私どもの方から、デジタル化の重

要性、必要性など、説明してまいってございますけれども、引き続き、こうい

ったタイミングを捉えてしっかり説明、フォローしてまいりたいと思ってござ

います。以上でございます。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。 

 それでは御質問、御意見よろしくお願いいたします。 

 大久保会長代理、いかがでしょうか。 
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○大久保代理 大久保です。詳細な御説明ありがとうございました。私のほう

からは特にございません。いろいろ多岐にわたる課題の対応、これからも大変

だと思いますけれども、よろしくお願いいたします。以上です。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。 

 長田委員、いかがでしょうか。 

○長田委員 長田です。ありがとうございます。有効利用評価部会の先生方が

非常に丁寧に議論してくださって御意見を出していただいたものを、受け止め

ていただいて、こうやって変わっていくということは、すごくよかったのかな

と思っています。よろしくお願いします。 

○笹瀬会長 ありがとうございました。 

 西村先生、いかがでしょうか。 

○西村委員 ありがとうございます。利用状況調査は大変重要だと理解してお

ります。評価に向けてその大前提となるものでございますので、引き続きどう

ぞよろしくお願いいたします。特段私からはございません。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。 

 矢嶋委員、いかがでしょうか。 

○矢嶋委員 御報告ありがとうございました。本当に非常に丁寧に御指摘もい

ただき、かつ対応いただいているというふうに感じました。 

 特に、質問内容を工夫するということは、現状を把握するのに大変よい工夫

のポイントだと思いますので、また今回の工夫されたところの評価などをいた

だきながら、よりよい調査、質問といったものに進めていってもらえればと思

っております。以上です。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。 

 私から、非常によくやっていただきありがとうございます。特に公共業務用

無線局に関しましては、他の官庁のところにも関係しますので、そういう意味
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では、丁寧に御説明いただけるようによろしくお願いいたします。有効利用評

価部会の西村部会長のおかげで、かなり細かく見ていただいて、かつ課題も明

確にして、それに対して事務局のほうも御対応いただきまして、非常に感謝し

ております。以上です。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、以上で本報告事項を終わります。どうぞよろしくお願いいたしま

す。どうもありがとうございました。 

○小川電波政策課長 ありがとうございました。 

○宮澤重要無線室長 ありがとうございました。失礼いたします。 

 

（２）２６ＧＨｚ帯における第５世代移動通信システムの普及のための価額競

争実施指針案の意見募集の開始 

 

○笹瀬会長 それでは、続きまして、報告事項「２６ＧＨｚ帯における第５世

代移動通信システムの普及のための価額競争実施指針案の意見募集の開始」に

つきまして、佐藤移動通信企画官から御説明、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○佐藤移動通信企画官 おはようございます。移動通信課の佐藤でございます。 

 それでは、報告資料（２）に基づきまして、２６ＧＨｚ帯における価額競争、

いわゆる周波数オークションの実施指針案の意見募集の開始について、御説明

をさせていただきます。 

 まず、報道資料のとおり、今週の１５日月曜日に、価額競争の具体的な実施

方法やルール等を定めました価額競争実施指針案、総務省の告示案になります

が、こちらを公表しまして、その翌日の１６日火曜日から、年明け、１月１９

日月曜日まで意見募集を開始したところでございます。 
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 今回、別紙１から４の資料を御用意しておりますが、主に別紙１を使って、

ポイントを絞って御説明をさせていただければと思います。 

 この指針案は、情報通信審議会の下に設置をしました作業班において、価額

競争の実施方法等について取りまとめをいただいたところでございます。この

内容については、１０月２４日の電波監理審議会において御説明をさせていた

だきました。こちらについては、今月１１日に情報通信審議会の総会において

一部答申をいただいたことを踏まえまして、この指針案を策定したというもの

になります。 

 それでは、別紙１に基づいて御説明させていただければと思います。 

 １ページおめくりをいただきまして、こちらが２６ＧＨｚ帯における周波数

の割当ての全体的な方針ということになります。今年５月から６月にかけて利

用意向調査を行いまして、一定の利用意向が示された２６ＧＨｚ帯について、

既存無線局との共用可能性が高い周波数帯を、今回の価額競争による割当ての

対象とするということでございます。 

 また、利用意向調査の結果、全国各地の様々なニーズに応じた柔軟な基地局

展開、また、地域のエリアを選択的に整備といったニーズをいただいたところ

でございますが、こうしたものに応じるため、全国枠と地域枠を１枠ずつ設け

まして、指針案では、全国枠の周波数をこの４００ＭＨｚ幅（２５.８ＧＨｚ～

２６.２ＧＨｚ）、地域枠の周波数を２００ＭＨｚ幅（２６.８ＧＨｚ～２７.０

ＧＨｚ）とするということでございます。 

 具体的にはこの下の図表を御覧いただければと思います。 

 また、地域枠につきましては、市町村を割当区域とするということで、ただ、

特別区については１つの区域とするということでございます。 

 また、地域枠につきましては、新規事業者・地域事業者の参入を促進するた

めの措置としまして、こちらについては、こうした事業者向けの専用枠とする
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ということとしております。 

 また、下のほうになりますが、対象となる無線通信システムは５Ｇというこ

とで、認定期間は１０年間ということとさせていただいております。 

 次のページをお願いします。こちらが２６ＧＨｚ帯の価額競争による割当て

に向けた主な流れということでございます。１２月１５日に指針案を公表しま

して、意見募集を経まして、冬頃にまた電波監理審議会のほうに諮問させてい

ただき、御議論いただければというふうに考えております。その後、速やかに

この指針を固めまして、早期に、参加申請の受付を含め、価額競争の実施に向

けて取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

 次のページをお願いします。こちらが、価額競争の参加者の資格に関する主

な審査事項ということになります。 

 まず、価額競争の公正な実施の確保の関係では、電波法の免許の欠格事由に

該当しないことでありますとか、また、談合等を抑止する観点から、全国枠に

ついては同一グループの企業から複数の申請がないことでありますとか、また、

同じく談合等を防止する観点から、情報の提供、協議、調整等をすることであ

るとか、あとは、第三者に対して契約を締結せずに情報の提供をすること等の

禁止をここに定めております。 

 また、こうした行為を行った場合、また、申出があった場合には、総務大臣

への報告ということもここに記載をしております。 

 また、地域枠の参入促進については、先ほど御説明したとおり、申請者が既

存全国事業者でないことということを定めております。 

 次に、特定高周波数無線局の運用に必要な能力の確保としまして、無線局の

設備調達また設置工事を着実に実施するための対策、また、無線局の運用・保

守管理に必要な技術要員等を確保するための対策、また、安全・信頼性の確保

としまして、無線局の運用に必要な電気通信設備の安全性、信頼性その他、無
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線局の適正かつ安定的な運用を確保するための対策、また、コンプライアンス

でありますとか混信対策、こちらについて参加者の資格として審査をしていく

ということとしております。 

 次のページ、お願いします。こちらが、最低落札価額の設定と保証金関係と

いうことでございまして、最低落札価額につきましては、特定基地局開設料の

算定方法を基本とするということで、諸外国のオークション結果を参照しまし

て算定をしたということでございます。 

 ただ、複数回のつり上げが今回行われるということも踏まえて算定をしてい

るということでございまして、その結果につきましては、最低落札価額、これ

１０年間の金額になりますが、全国枠については３９.３億円、地域枠について

は４,０００円から２.８億円ということになっております。この地域枠の市町

村ごとの最低落札価額については、告示案の別表第１を御参照いただければと

思います。また、最低落札価額の詳細な算定方法につきましては、別紙４を御

参照いただければと思います。 

 また、保証金の提供でございます。こちらについては、落札者の支払い能力

を確認する等の観点から設けたものでございますが、参加資格の審査を経た後

に保証金を提供するということとされております。この保証金につきましては、

価額競争が終了した後に基本的に返還をされるということで、ただ、落札者に

ついては、返還に代えて初年度の落札金の納付に充当することができるという

ふうにされております。 

 ただし、談合等の、価額競争の公正を害すべき行為を行った者に対しては、

返還をしないというようなこともあり得るということでございます。 

 また、この保証金につきましては、後で説明します入札ポイントを、その金

額に応じて得ることができるということとされております。 

 次のページ、お願いします。こちらが、価額競争の実施に向けた内容、基本
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的な価額競争の方式ということになりまして、同時時計オークションを今回採

用するということでございます。 

 まず、こちらは、全国枠は１単位、地域枠は区域ごとということで合計１,７

２０単位になるということでございますが、この各単位について総務省が金額

を提示しまして、参加者は入札の有無を判断するということでございます。 

 また、２ポツ目になりますが、総務省は２者以上の入札があった単位につい

ては、最も高い金額を入札した者が１者以下となるまで、提示価額を１ラウン

ド当たり最低落札価額の２０％ずつ引き上げていくということでございます。 

 また、参加者は、次のラウンド以降、提示価額で入札しないと判断した場合

には、前ラウンドの提示価額以上、現ラウンドの提示価額未満の金額を入札し

て退出をする、いわゆる退出入札を行うということでございます。 

 ある単位において最も高い金額を入札した者が１者となった場合には、その

入札者が暫定落札者になるということでございまして、全ての単位について最

も高い金額を入札した者が１者以下となった場合、この価額競争を終了すると

いうことでございます。 

 具体的なイメージにつきましては、この下の図を御参照いただければという

ふうに思います。 

 次のページ、お願いします。こちらが、積極的な入札行動を促すためのルー

ルということで、こちらについては、入札の様子見を抑止する観点から設けら

れたものということでございます。 

 今回、積極的な入札行動を促すためのルールとして、入札ポイント制を採用

するということでございます。こちらについては、事前に提供した保証金の金

額に応じて、その入札者に、初回の入札に必要なポイントが与えられるという

ことでございます。 

 また、入札に必要なポイントというのは、各単位の最低落札価額に基づいて
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設定されておりまして、入札者は各ラウンドにおいて自らが保有するポイント

を超えないように入札をするということでございます。 

 また、参加者が各ラウンドにおいて入札を行わなかった場合、その分のポイ

ントは失っていくというようなことになります。 

 具体的なイメージについては、この下の図を御参照いただければと思います。 

 また、暫定落札の撤回になります。こちらについては、地域枠のみ、暫定落

札の撤回を１回に限り可能とするということでございます。 

 さらに、２以上の単位に入札して、競合入札により暫定落札できなかった単

位が１以上生じた場合において、当該暫定落札できなかった単位と市町村が隣

接している単位に限り、撤回を認めるということでございます。 

 そのイメージも、この下の図がありますので、また御参照いただければと思

います。 

 次のページ、お願いします。こちらが、競争阻害的な行動を抑止するための

ルールということでございまして、３ページで御説明しました参加者の資格に

も反映されているものでございます。 

 こちらについては、情報交換・取決めの禁止、共同入札の禁止、適正な情報

開示に関するルールを導入するということでございまして、情報交換・取決め

の禁止については行ってはならないということで、それを担保する措置として、

誓約書への提出でありますとか総務省への通報義務を課すということとしてい

ます。 

 また、共同入札の禁止については、全国枠について資本関係を有する等の関

係事業者が共同して入札する行為を禁止ということで、これを担保するために、

価額競争の参加申請に当たっては、資本関係、役員の兼任先、関係法人等の情

報を提出いただくこととしております。 

 最後に、適正な情報開示につきましては、個別の入札者の特定につながる情
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報については、価額競争が終了するまで非開示ということとする一方で、各ラ

ウンドにおける入札数等の入札情報については、各ラウンドの終了後に参加者

に対して開示をしていくということでございます。 

 次に、下のほうになりますが、価額競争の公正を害すべき行為を行った場合

の措置としまして、以下の措置を講じるということでございます。 

 価額競争の参加資格の取消し、また、事後的に発覚した場合は、無線局の開

設の認定の取消し、また、今後の特定基地局の開設計画の認定または価額競争

の参加資格の審査における考慮事項となるということ。また、保証金の不返還、

電波法に基づく罰則の適用と、こういった措置を講じることとしております。 

 最後のページになります。こちらが、いわゆる落札をした者、無線局の開設

者が遵守しなければならない主な条件でございます。 

 まず、特定高周波数無線局の開設につきましては、全国枠につきましては認

定日から３年以内、地域枠については認定日から５年以内に無線局を開設する

ことを求めております。 

 また、全国枠については、全ての都道府県に無線局を展開することを求めて

おります。 

 また、無線局の適正かつ安定的な運用の確保につきましては、先ほど御説明

したとおり、参加者の資格に対応した内容となっております。ちょっと重複を

するので、説明は割愛をさせていただきます。 

 最後に、その他の事項でございます。まず、公平性・競争促進のところにつ

きましては、全国枠については、従来の特定基地局開設指針を踏まえて、全国

事業者への事業譲渡等を禁止するとともに、地域枠につきましても、こちらに

ついては新規事業者、地域事業者の専用枠となっているため、これを潜脱する

行為を防止する観点から、御覧のような規定を設けているということでござい

ます。 
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 最後に、無線局の開設状況等については定期的に報告をしなければならない

ということも求めているところでございます。 

 駆け足になりましたが、私からの説明は以上になります。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまの御説明に関しまして御質問、御意見よろしくお願いい

たします。 

 大久保会長代理、いかがでしょうか。 

○大久保代理 大久保です。御説明ありがとうございました。今回、第１回目

の実施に伴う意見募集ということになりますけれども、今回の回答が、将来に

わたっての、ある意味、実質的に運営要領的なものになるという部分もあると

思いますので、御丁寧な対応をよろしくお願いしたいと思います。私のほうは

以上です。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。 

 長田委員、いかがでしょうか。 

○長田委員 長田です。ありがとうございます。私は素人なので、特に難しく

感じておりますが、この後の意見募集でいろいろな御意見が出されると思いま

すので、それを丁寧に聞いていただいた中で、もし改善すべきところがあれば

改善をしていただきながら丁寧に進めていただければと思います。初めての取

組だと思いますので、丁寧に進めていただきますようお願いいたします。以上

です。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。 

 西村委員、いかがでしょうか。 

○西村委員 御報告ありがとうございます。私のほうから、質問１点とコメン

ト１点、述べさせていただければと思います。 

 まず、質問ですが、これまでの議論の中で、公正な競争という観点から、落
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札者の周波数幅の上限設定も議論の対象になっていたのではなかったかなと思

うのですが、これについては告示案等にどのように記載されているのかという

ことと、恐らくその数値を明記されているかと思いますので、その数値につい

て何か議論があったのかどうかというのをお伺いさせていただければなと思い

ます。 

 コメントですが、これはもう全体を通じて、何よりもまだ始まってもいない

状況でございますし、総務省も事業者も初めてのことでもございます。事業者

にとっては戦略的行動ともかなり関係する場合があるかと思いますので、事業

者の勘違い、思い込み、誤解の回避のためにも、できる限り入念な対応を整え

ていただければと期待するものでございます。私からは以上です。 

○笹瀬会長 ありがとうございます。 

 佐藤移動通信企画官から何か御回答ございますでしょうか。 

○佐藤移動通信企画官 御質問ありがとうございます。 

 まず、今回の２６ＧＨｚ帯における価額競争で割当ての対象となっている周

波数幅に関する御質問でございます。こちらについては、いわゆる情報通信審

議会の作業班の取りまとめにおきましては、割り当てる候補として３つ、御提

示をさせていただきました。こちらについて意見募集をさせていただき、改め

て関係者から意見もいただいたところでございます。また、ここにも書いてあ

るとおり、５月から６月にかけて実施しました利用意向調査の結果も踏まえて、

そうしたことを総合的に勘案しまして、今回、全国枠については、この図にあ

ります真ん中の４００ＭＨｚ幅で、地域枠については、一番右側にあります２

００ＭＨｚ幅を割り当てるということをしたものでございます。 

 具体的には告示案の４ページ目に記載をしております。これ、対象事業者に

よって周波数幅を定めているんですが、既存全国事業者は地域枠には応札でき

ないので４００ＭＨｚ幅、それ以外の者につきましては６００ＭＨｚ幅という
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ことで、ここに規定をしているというところでございます。 

 また、いただいたコメントにつきましては、まさに御指摘のとおりでござい

まして、今回初めての価額競争ということになりますので、その価額競争の実

施の方法、ルールでありますとか、こういったものに対してしっかり、参加す

る、またそれを希望する者に対して、分かりやすく説明をしていくということ

が求められると思いますし、円滑に進むような形で準備を進めていくことも非

常に重要かと思っております。こちらについては我々も、御指摘のとおり入念

に準備を進めてまいりたいというふうに考えております。以上です。 

○西村委員 ありがとうございました。よく分かりました。以上です。 

○笹瀬会長 ありがとうございます。 

 それでは、矢嶋委員、いかがでしょうか。 

○矢嶋委員 御説明ありがとうございます。初の試みですので、トライアンド

エラーで進めていくしかないというふうには考えております。他方で、やはり

一番気になっているのは、談合をどうやって防止するのかという点であると考

えております。現状の申請に当たりましては、資本関係などある会社について

の情報の申告、そして誓約をさせるというところから、談合について検査をか

けているという理解でいるんですが、あらかじめ、その周波数を用いた事業に

ついて、資本関係がない事業体同士で何らかの合意を行った上で入札に臨むと

いうようなことも、考えようによっては理論的にあり得ることになりますので、

今後の運用を見ながら、また必要な改正があれば、適宜進めていただければと

思っております。 

 現時点では、この報告いただいた内容について異存はございません。以上と

なります。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。 

 佐藤移動通信企画官は何か御意見ございますか。 
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○佐藤移動通信企画官 ありがとうございます。まさに御指摘のとおりという

ことでございまして、諸外国でも、オークションにつきましては、アップデー

トしながら実施を行ってきたというふうに承知をしております。我が国につき

ましても、今回が初めてということでございますが、この価額競争の実施状況、

結果などを踏まえて、不断にこの方法とかルールは改善をしていくということ

が非常に重要であると思いますので、我々もそういったことを踏まえてしっか

り対応してまいりたいというふうに思っております。ありがとうございます。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。 

 よろしいでしょうか。 

○矢嶋委員 御説明いただきましてありがとうございました。 

○笹瀬会長 非常によくまとまっていると思いまして、私から一つお伺いした

いのは、これ意見募集はちょうど１か月ぐらいなんですけれども、ちょうど年

末年始にかかりますよね。これ多分、この価額競争はかなり、初めての試みが

あるので、そういう面では、今のこの別紙のものは初めて世の中に出るのでし

ょうか。その前に情報通信審議会で議論されていると思いますけれども、そう

いう意味では、ちょっと私、個人的にはこれ、期間が短いかなという気がする

んですけれども、そういうのはそういうもんなんですか。必ず１か月って決ま

っているんでしょうかね。 

○佐藤移動通信企画官 意見募集は、ルール上、１か月以上設けなきゃならな

いということになっておりまして、さらに、今回、年末年始を挟むということ

もありまして、それを含めた、勘案した日程の設定とさせていただいておりま

す。 

 その指針案の策定に当たっては、冒頭で御説明したとおり、情報通信審議会

の下に設けました作業班で取りまとめいただいたものを踏まえているというと

ころでございまして、この取りまとめについても意見募集をさせていただいて



-40- 

おります。 

 ただし、例えば全国枠を４００ＭＨｚ幅、地域枠を２００ＭＨｚ幅にするで

ありますとか、例えば地域枠については市町村単位とするということについて

は、これは新たに指針案でお示しをしたところでございまして、ただし、基本

的なルールは、取りまとめでいただいた方向性ともうほぼ変わらないというこ

とでございまして、この辺りをまた関係者の方々にしっかり御理解をいただき

ながら、意見募集を実施させていただければというふうに思っております。 

○笹瀬会長 分かりました。ありがとうございます。もう１点、これ、落札者

が認定されて、１０年間認定されるわけですけれども、この周波数は今の加入

と、全国枠が１枠と、それから地方枠が実質的には１つしかないと。これは、

一旦落札をしたらあとは全然取れないという理解なのでしょうか。例えば、高

い２００ＭＨｚは、かなり帯域が広いので、ここを例えば１００ＭＨｚでいい

とかそういうことはなくて、必ず２００ＭＨｚを申請されると、ある地域では、

どこか一つ落札すると１０年間全く応募ができないという、そういう理解でよ

ろしいですか。 

○佐藤移動通信企画官 御指摘のとおり基本的にはそういうことでございまし

て、特定基地局の開設制度と同様に、この認定者につきましては、いわゆる無

線局の排他的申請権というものが得られるということになっております。です

ので、１０年間、その与えられた枠内区域につきましては、これは独占的に申

請ができるということとされております。 

 ただし、認定の返上でありますとか、電波の有効利用評価とか、今後、そう

いったものを踏まえて適切に対応していくということになろうかというふうに

思います。 

○笹瀬会長 分かりました。ありがとうございます。というのは、今、意見募

集を始めていて、予定では、電波監理審議会の諮問答申は冬頃になると。かな
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り時間が空いているんですけれども、ここはいろいろ議論をして、意見募集の

結果、修正等されるという理解でよろしいですか。かなり大きくこの指針案が

もし変更になった場合とかに関しては、また意見募集をするという理解でよろ

しいですか。それとも、もうそれはなくて、総務省の中で意見募集に従いなが

ら修正加筆をするという理解なんでしょうか。 

○佐藤移動通信企画官 今、意見募集を実施しているところでございますが、

その意見募集の結果を踏まえて、必要に応じてこの指針案をブラッシュアップ

した上で、電波監理審議会の諮問をさせていただくということとしております。

このスケジュール感、冬頃ということでございますが、可能であれば今年度内

に指針案を固めて、その後早期に、参加申請の受付を含めて、価額競争の実施

に向けて取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

 こちらについては、意見募集の結果を踏まえながら、いずれにしてもしっか

り検討してまいりたいというふうに思っております。 

○笹瀬会長 よく分かりました。どうもありがとうございました。 

 ほかに質問とか御意見ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、今の御報告事項に関しては、これで終わりといたします。どうも

ありがとうございました。 

○佐藤移動通信企画官 ありがとうございました。 

 

（３）有効利用評価部会の活動状況 

 

○笹瀬会長 それでは、続きまして、報告事項の３つ目、有効利用評価部会の

活動状況につきまして、西村部会長から御説明、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○西村委員 承知いたしました。部会長の西村でございます。 
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 それでは、報告資料に基づきまして、部会の活動状況を御報告申し上げます。 

 １１月期の電波監理審議会以降、部会につきましては、１２月１１日に第５

３回会合を開催いたしました。 

 この会合では、まず、ＮＴＮやＳｕｂ６帯、それから、ミリ波帯の今後の評

価方針の検討のため、１１月に実施しました免許人ヒアリングの結果を整理い

たしております。この評価方針の見直しにつきましては、年明け、来年１月以

降の部会において検討を行う予定でございます。 

 また、今年度の携帯電話及び全国ＢＷＡ等に係る電波の有効利用の程度の評

価結果のうち、定量評価と定性評価の各論についても議論をいたしました。 

 来週でございますけれども、２４日に開催を予定されております部会におき

まして、今年度の評価結果案の全体を取りまとめまして、１月の審議会に報告

を予定してございます。 

 部会からの報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、御意見、御質問よろしくお願いいたします。 

 大久保会長代理、いかがでしょうか。 

○大久保代理 御説明ありがとうございました。年末の最後まで、先生方には

いろんな御議論いただくということで、大変感謝をしております。私のほうか

らは以上でございます。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。 

 長田委員、いかがでしょうか。 

○長田委員 ありがとうございます。私も、本当に先生方がとても熱心に御検

討いただいていて、感謝しています。ありがとうございます。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。 

 矢嶋委員、いかがでしょうか。 
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○矢嶋委員 御報告ありがとうございました。私からも特にコメントはなく、

御尽力につき感謝申し上げるのみとなります。ありがとうございました。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。 

 私からも特に意見ありません。年末のクリスマスイブまで仕事をしていると

いうことで、西村部会長、どうぞよろしくお願いいたします。 

○西村委員 こちらこそよろしくお願いいたします。 

○笹瀬会長 ほかに御意見、御質問ございませんでしょうか。よろしいでしょ

うか。 

 それでは、以上で報告事項を終わりたいと思います。どうもありがとうござ

いました。 

 それでは、総合通信基盤局の職員の方、御退出よろしくお願いいたします。

どうもありがとうございました。 

 

（総合通信基盤局職員退室） 

 

閉    会 

 

○笹瀬会長 それでは、本日はこれにて終了いたします。 

 答申書に関しましては、所定の手続に従って事務局から総務大臣宛てに御提

出、よろしくお願いします。 

 次回の定例会の開催は、令和８年１月１３日火曜日の１０時からウェブ開催

を予定しております。 

 それでは、本日の審議会はこれにて閉会いたします。よいクリスマスとお正

月をお迎えください。どうも１年間ありがとうございました。 

 


